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令和 7年度 東十条東児童館 安全計画             【別紙１ 安全計画】 

 

１．安全点検 

 

（１）施設・設備の安全点検 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

重点 

点検箇所 

設備・ 

非常口点検 

非常通報 

装置点検 

火災報知器

等点検 
非常口点検 

非常通報装

置点検 

非常放送 

設備点検 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

重点 

点検箇所 
非常口点検 

非常通報 

装置点検 
設備点検 非常口点検 

非常通報装

置点検 

非常放送 

設備点検 

（専用区画以外の場所についても定期的に使用する場合は実施を検討すること） 

 

（２）マニュアル（指針）の策定・共有 

分野 策定時期 
見直し（再点検） 

予定時期 
掲示・管理場所 

事故・けが対応マニュアル 平成３１年３月 令和 7年 5月 事務室 

災害対策マニュアル 平成２９年４月 令和 7年 7月 事務室 

危機管理マニュアル 

（不審者対応について） 
平成２８年１２月 令和 7年 9月 事務室 

感染症症例等マニュアル 平成３０年４月 令和 7年 11月 事務室 

※110 番、119 番対応を含む 

 

（３）バス利用時の確認 

   児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するとき

は、児童の乗車及び降車の際に、点呼のうえ、参加児童名簿をチェックすることにより、児童の所在

を確実に把握・確認する。 

 

２．児童・保護者に対する安全教育等 

 

（１）児童への安全教育 

対象 4～8月 9～12月 1～3月 

乳幼児 
玩具・遊具の安全な 

使用方法 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 

小学生 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 

来館・帰宅時の安全管理 

来館・帰宅時の安全管理 防犯対策 

中高生世代 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 

来館・帰宅時の安全管理 

来館・帰宅時の安全管理 防犯対策 

 

（２）保護者への周知・共有 

4～8月 9～12月 1～3月 
施設の安全利用の周知 

避難場所の確認 

児童館だよりでの避難場所の掲載 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 

避難訓練の参加 

避難経路の確認 
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３．訓練・研修 

 

（１）避難訓練等 

   設備運営基準第６条第２項の規定に基づき定期的に実施する避難及び消火に対する訓錬 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

テーマ 

取組 

火災・防災 

用具点検 
避難訓練 

大雨による 

浸水 

（小中学生） 

避難訓練 

火災・消火 

訓練 

不審者訓練 

避難訓練 

参加 

予定者 
職員 

職員 

利用者 

職員 

利用者 

職員 

利用者 
職員 

職員 

利用者 

月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

テーマ 

取組 

起震車 

救急法 
避難訓練 

火災・防災 

用具点検 
避難訓練 

火災・119

番通報訓練 
避難訓練 

参加 

予定者 

職員 

利用者 

職員 

利用者 
職員 

職員 

利用者 
職員 

職員 

利用者 

 

（２）その他訓練 

訓練内容 
実施予定時期 

（時期と回数を記載） 
参加予定者 

119 番通報訓練 2月 職員 

救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、

AED・エピペンの使用等） 
10月 乳幼児親子と職員 

不審者対応訓練(110 番通報訓練等) 年 1回 職員 

来所・帰宅時における非常時対応訓練 年 1回 職員 

その他 

（送迎バスにおける見落とし防止等） 
行事等の都度点検 職員 

 

（３）職員への研修・講習 

4～8月 9～12月 1～3月 

不審者対応（防犯教室） 救急法 
危機管理マニュアル・危機管理 

チェック表研修（館内） 

 

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール 

シェイクアウト訓練（3月） 

※所属する自治体や児童が通う学校が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらず記載する 

 

４．再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等） 

 

毎月の職員打ち合わせ時に、各職員から怪我など事例を聞き取り、要因を分析のうえ、対応策を検討す

る。 

 


